
５月23日(金)から市役所１階の窓口案内、人事課、
土崎・新屋支所、秋田駅市民サ－ビスセンタ－、
秋田市東京事務所でさしあげます。消防について
は、消防本部総務課、各消防署、出張所でさしあ
げます。必ず「試験案内書」をご覧になり、案内書
に従って手続きをしてください

※中・初級の試験は９月21日(日)に行いますが、詳しくは７
月25日号の「広報あきた」でお知らせする予定です。

試験日 ７月６日(日）

試験会場

試験方法
一般教養試験(全員)、専門試験(行政、土木、建築、
化学、獣医師）、論文(消防）、軽易な体力測定(消防)

試　験

案内書

６月２日(月）から13日(金)まで人事課 tel(866)2012
消防は消防本部総務課 tel(823)4000

受付期間と
場所

秋田会場 秋田大学
東京会場 東京グリーンパレス(消防を除く)

受付期間 ６月２日(月) 13日(金)

市職員の採用試験
上級●●●●●

①①無無料料商商法法にに気気ををつつけけてて！！

無料商法とは、「無料サービス」や「無料
期間中」などの言葉で消費者を勧誘して、
実際には化粧品、掃除機、ふとんなど高額
な商品やサービスの契約をさせる商法です。
秋田市消費者センターに寄せられた相談

の中には、「無料でふとんの点検をします」
と訪問され、見てもらったら、「ダニがいる」
と、ふとんの打ち直しを勧められ、結局断
りきれずに高額なクレジット契約をしてし
まった例もあります。
消費者のみなさんは、安易に無料という

言葉にのせられず、業者の訪問の目的は何
なのか、しっかり確認することを心がけま
しょう。また、訪問販売や電話勧誘販売な
どは、契約した後でも、８日以内であれば
「クーリング・オフ制度」により契約を解除
できる場合もあります。

「無料」という、甘い言葉にご用心

消費生活相談は

秋田市消費者センター
tel(866)2016

★クーリング・オフの方法★
クーリング・オフの手

続きは、販売会社へ書面
で行います。はがきの場
合は、コピーをして保管
してから、「配達記録」ま
たは「簡易書留」で郵送
します。
また、クレジット契約

した場合は、クレジット
会社にも郵送します。

販売会社へ(ウラ) クレジット会社へ(ウラ)

記入例(オモテ)

・・
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